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監 査 公 表 第 １ ３ 号
平 成 2 8年 ３ 月 2 9日 監 査 公 表 第 ８ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 2 2年 法 律 第 6 7号 ） 第 1 9 9条 第 1 2項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次 の と お り 措 置 状 況
の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

平 成 2 8年 ６ 月 2 1日
福 島 県 監 査 委 員 柳 沼 純 子
福 島 県 監 査 委 員 宮 下 雅 志
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

2 8 財 第 1 8 9 号
平 成 2 8年 ４ 月 1 8日

福 島 県 監 査 委 員 柳 沼 純 子
福 島 県 監 査 委 員 宮 下 雅 志

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄 □印

財 政 的 援 助 等 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）
平 成 28年 ３ 月 1 8日 付 け 2 7福 監 第 2 96号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と

お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 1 9 9条 第 1 2項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。
（ 別 紙 ）

財 政 的 援 助 等 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て
１ 監 査 対 象 法 人 公 益 財 団 法 人 ふ く し ま 科 学 振 興 協 会

所 管 部 局 商 工 労 働 部
指 摘 事 項 及 び 措 置 の 状 況 に つ い て

指 摘 事 項 措 置 状 況
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「 指 摘 事 項 」
会 計 経 理 処 理 に お い て 、 公 益 法 人 会 計 左 記 の 指 摘 事 項 に 関 し て 、 当 該 法 人 が

基 準 等 に 照 ら し 著 し く 適 正 を 欠 い て い る 下 記 の と お り 対 策 を 講 じ た こ と を 確 認 し
も の が あ る 。 ま し た 。

な お 、 当 該 法 人 に 対 し 、 財 団 を 専 管 し
「 事 実 」 て い る 教 育 庁 職 員 課 と 補 助 金 を 管 理 し て
会 計 帳 簿 の 整 理 及 び 財 務 諸 表 の 作 成 に い る 産 業 創 出 課 に お い て 、 法 人 自 ら が 組

著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。 織的なチェック体制を確立するとともに 、
１ 平 成 2 6会 計 年 度 の 決 算 内 容 に つ い 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 な 会 計 帳 簿 の 整 理
て 、 理 事 会 及 び 評 議 員 会 の 承 認 後 に と 財 務 諸 表 の 作 成 を 行 う よ う 引 き 続 き 指
伝 票 未 作 成 等 に よ る 計 上 漏 れ 等 の 誤 導 し て ま い り ま す 。
り を 発 見 し た が 、 そ の 修 正 を 平 成 2 7 記
会 計 年 度 で 処 理 す べ き と こ ろ 、 平 成 （ 事 実 の 原 因 ）
2 6会 計 年 度 と し て 遡 及 し て 差 替 処 理 担 当 者 が 公 益 法 人 会 計 基 準 や 関 係 規 程
し て い る 。 に つ い て の 知 識 が 乏 し か っ た こ と か ら 、

２ 貸 借 対 照 表 に お け る 勘 定 科 目 に お 事 務 処 理 の 意 味 を 理 解 し な い ま ま 、 前 年
い て 、 総 勘 定 元 帳 の 平 成 2 6会 計 年 度 度の処理を参考に各帳票を作成していた 。
の 期 首 残 高 が 平 成 2 5会 計 年 度 の 期 末 そ の 結 果 、 会 計 帳 簿 の 整 理 、 財 務 諸 表 の
残 高 と 一 致 し な い も の が あ る 。 作成が適正を欠くものとなってしまった 。

３ 貸 借 対 照 表 の 一 般 正 味 財 産 と 正 味 （ 過 年 度 分 の 対 応 ）
財 産 増 減 計 算 書 の 一 般 正 味 財 産 期 末 正 規 の 決 算 手 続 に 従 い 、 総 勘 定 元 帳 や
残 高 に つ い て 一 致 す べ き と こ ろ 、 一 伝 票 な ど を 理 事 会 及 び 評 議 員 会 の 承 認 を
致 し て い な い 。 受 け た 時 点 の 決 算 内 容 に 戻 し 、 計 上 漏 れ

等 の 修 正 に つ い て は 、 平 成 2 7会 計 年 度 で
「 是 正 、 改 善 等 の 意 見 」 過 年 度 修 正 と し て 計 上 し た 。
会 計 帳 簿 の 整 理 及 び 財 務 諸 表 の 作 成 に （ 今 後 の 対 応 ）

当 た っ て は 、 公 益 法 人 会 計 基 準 を 十 分 理 公 益 法 人 会 計 に 係 る 各 種 研 修 を 通 し て
解 の 上 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う と 担 当 職 員 の 知 識 を 高 め る と と も に 、 会 計
ともに、月次試算表による定期的なチェッ 帳 簿 の 整 理 、 財 務 諸 表 の 作 成 に あ た っ て
ク や 未 収 金 及 び 未 払 金 の 適 正 な 管 理 の 実 は 、 税 理 士 法 人 の 指 導 の も と 、 公 益 法 人
施 に よ り 、 計 上 漏 れ や 計 上 誤 り の 防 止 策 会 計 基 準 を 十 分 理 解 の 上 、 関 係 規 程 に 基
を 確 立 す る こ と 。 づ き 適 正 に 行 う 。
また、理事会及び評議員会においても、 ま た 、 月 次 試 算 表 に よ り 毎 月 定 期 的 に

財 務 諸 表 の 内 容 を 十 分 に チ ェ ッ ク し 適 正 チ ェ ッ ク し 、 未 収 金 及 び 未 払 金 に 係 る
で あ る こ と を 確 認 す る こ と 。 チ ェ ッ ク リ ス ト を 作 成 し て 適 正 な 管 理 を

す る こ と に よ り 計 上 漏 れ や 計 上 誤 り を 防
止 す る 。
理 事 会 及 び 評 議 員 会 に お い て も 、 財 務

諸 表 の 内 容 を 十 分 説 明 し た 上 で 、 適 正 で
あ る こ と の 確 認 を 受 け る こ と と す る 。

「 指 摘 事 項 」
前 回 指 摘 と な っ た 事 案 （ 過 年 度 修 正 損 左 記 の 指 摘 事 項 に 関 し て 、 当 該 法 人 が

の 内 容 解 明 及 び 処 理 ） に つ い て 、 事 務 手 下 記 の と お り 対 策 を 講 じ た こ と を 確 認 し
続に著しく適正を欠いているものがある 。 ま し た 。

な お 、 当 該 法 人 に 対 し 、 財 団 を 専 管 し
「 事 実 」 て い る 教 育 庁 職 員 課 と 補 助 金 を 管 理 し て
昨 年 度 監 査 に お い て 指 摘 と な っ た 事 案 い る 産 業 創 出 課 に お い て 、 法 人 自 ら が 組

に つ い て 、 平 成 2 6会 計 年 度 中 に 過 年 度 修 織的なチェック体制を確立するとともに 、
正 損 の 内 容 解 明 及 び そ の 処 理 を 行 う と の 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 な 会 計 帳 簿 の 整 理
回 答 で あ っ た に も か か わ ら ず 、 平 成 2 7会 と 財 務 諸 表 の 作 成 を 行 う よ う 指 導 し て ま
計 年 度 に 内 容 解 明 を 行 っ た こ と か ら 、 新 いりましたが、今後も引き続き指導を行っ
た に 計 上 が 必 要 と な っ た 過 年 度 修 正 損 の て ま い り ま す 。
会 計 処 理 が さ れ て い な い 。 記
平 成 2 5会 計 年 度 計 上 額 2 , 1 9 6 , 9 2 4円 （ 事 実 の 原 因 ）
内 容 解 明 後 の 額 2 , 2 4 2 , 1 1 3円 平 成 2 6会 計 年 度 中 に 過 年 度 修 正 損 の 内
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解 明 に よ る 差 額 4 5 , 1 8 9円 容 解 明 に 着 手 し た が 、 年 度 末 の そ の 他 の

事 務 が 錯 綜 し た こ と に よ り 、 解 明 が 遅 れ
「 是 正 、 改 善 等 の 意 見 」 て し ま い 、 同 会 計 年 度 内 に 処 理 す る こ と
指 摘 と な っ た 事 案 に つ い て は 、 誤 り を が で き な か っ た 。

真 摯 に 受 け 止 め 、 速 や か に 是 正 措 置 を 講 （ 過 年 度 分 の 対 応 ）
ず る こ と 。 解 明 に よ る 差 額 4 5 , 1 8 9円 を 平 成 2 7会 計

年 度 に 過 年 度 修 正 損 と し て 計 上 し た 。
（ 今 後 の 対 応 ）
平 成 2 6会 計 年 度 中 に 内 容 解 明 が で き な

か っ た こ と を 真 摯 に 受 け 止 め 、 今 後 こ の
よ う な こ と が な い よ う 対 処 す る 。
ま た 、 月 次 チ ェ ッ ク を 実 施 し 、 こ れ を

税 理 士 法 人 に も チ ェ ッ ク を 受 け 、 間 違 い
を 早 期 に 発 見 す る と と も に 、 こ の よ う な
間 違 い を 未 然 に 防 ぐ よ う 体 制 を 整 え る 。

（ 監 査 総 務 課 ）


